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平成 27 年度税制改正要望結果について 

 

【概要】 

・ 子ども・子育て支援新制度関係では、家庭的保育事業等について各種税制の減免措置が講じられるよう要望し、「平成 27 年

度税制改正の大綱」（平成 27 年１月 14 日閣議決定）において、次のとおり記載されたところ。 

・ 今後、関係法案の国会審議を経て正式に決定予定。 

・ 詳細については、関係法案の成立後、通知にてお知らせする予定。 

 

【平成 27 年度税制改正の大綱の記載内容】 

要望項目 平成 27 年度税制改正の大綱の記載内容 

●子ども・子育て支援新制度

の施行に伴い必要な税制

上の所要の措置〔新設〕 

【関税】 

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、幼稚園・保育所等が給食用に使用する脱脂粉乳に対する関税暫

定措置法の関税減税措置の対象に小規模保育事業等を追加する。 

【固定資産税・都市計画税】 

・事業所内保育事業（利用定員が６人以上）の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税につい

て、非課税とする措置を講ずる。 

・家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業（利用定員が１人以上５人以下）の用に直接

供する家屋及び償却資産（他の用途に供されていないものに限る。）に係る固定資産税及び都市計画税に

ついて、課税標準を価格の２分の１とする措置を講ずる。 

・児童福祉法の改正に伴い、同法に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産に係る固定資産

税及び都市計画税の非課税措置について、所要の措置を講ずる。 

【不動産取得税】 

・事業所内保育事業（利用定員が６人以上）の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とす
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る措置を講ずる。 

・家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業（利用定員が１人以上５人以下）の用に直接

供する家屋（他の用途に供されていないものに限る。）に係る不動産取得税について、課税標準を価格の

２分の１とする措置を講ずる。 

【事業所税】 

・家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、

非課税とする措置を講ずる。 

  

 （※）幼稚園、認定こども園、保育所等の関係で、個人寄附に係る税額控除の要件の見直し及び教育資金の一括贈与に係る贈与税 

の非課税措置について記載されている。 

  【所得税】 

   学校法人若しくは準学校法人又は学校等を設置する社会福祉法人（以下「学校法人等」という。）に寄附をした場合の所得税

額の特別控除の適用対象となる学校法人等の年平均の判定基準寄附者数により判定する要件（いわゆるパブリック・サポート・

テストの絶対値要件）について、学校法人等の設置する学校等の定員の合計数が 5,000 人に満たない場合には、年平均の判定

基準寄附者数が 100 人以上であることとする要件（現行要件）を、その定員の合計数を 5,000 で除した数に 100 を乗じた数（最

低 10 人）以上であることとするとともに、その判定基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が 30 万円以上であることと

する要件を加える。 

（注１）上記の「学校等」とは、学校、認定こども園、専修学校、各種学校、保育所、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施

設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設並びに小規模保育事

業、放課後児童健全育成事業、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業及び障害児通所支援事業（児童発達支

援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスに限る。）の事業を行う施設をいう。 

（注２）上記の「定員」とは、収容定員、利用定員、入所定員、入居定員及び委託児童の定員をいう。 
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（注３）上記の改正は、平成 27 年分以後の所得税について適用する。 

【贈与税】 

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期

限を平成 31 年３月 31 日まで延長する。 

① 特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加える。 

② 金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が１万円以下で、かつ、その年中にお

ける合計支払金額が 24 万円に達するまでのものについては、当該領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を

記載した書類を提出することができることとする。 

（注）上記②の改正は、平成 28 年１月１日以後に提出する書類について適用する。 

 

（参考） 

【平成 26 年度税制改正の大綱の記載内容】 

（注）下記内容には、平成 26 年度施行分及び平成 27 年度（新制度開始時）施行分が含まれている。 

要望項目 平成 26 年度税制改正の大綱の記載内容 

●子ども・子育て支援新制度

の施行に伴う幼保連携型

認定こども園に対する税

制上の所要の措置〔新設〕 

【所得税・法人税・個人住民税・法人住民税】 

・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる。 

① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方

公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園を加える等の措置を講ずる。 

・子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。 

① 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園又は保

育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。 

② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定
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特定公益信託となる認定の対象とする。 

【固定資産税・都市計画税】 

・認定こども園の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ず

る。 

【不動産取得税】 

・認定こども園の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。 

【事業所税】 

・認定こども園の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

【相続税・贈与税・登録免許税】 

・子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。 

① 幼保連携型認定こども園の設置を主たる目的とする学校法人又は社会福祉法人に対する寄附を、相続財

産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とする。 

② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする認定特定公益信託を、相続財

産を拠出した場合の相続税の非課税制度の対象とする。 

③ 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、認定こども園を設置し、運営する事業を加

える。 

④ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園の用に供する

ために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

【関税】 

・幼稚園等において使用する教育用物品に対する免税措置の対象に、幼保連携型認定こども園において使用

する教育用物品を加える。 
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・幼稚園、保育所等において使用する給食用脱脂粉乳に対する減税措置の対象に、幼保連携型認定こども園

において使用する給食用脱脂粉乳を加える。 

●子ども・子育て支援新制度

の施行に伴う幼保連携型

認定こども園以外の認定

こども園の教育・保育機能

部分に対する税制上の所

要の措置〔新設〕 

【固定資産税・都市計画税】 

・認定こども園の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ず

る。 

【不動産取得税】 

・認定こども園の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。 

【事業所税】 

・認定こども園の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

【相続税・贈与税・登録免許税】 

・子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。 

① 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、認定こども園を設置し、運営する事業を行

う者を加える。 

② 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園の用に供する

ために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。 

③ その他所要の措置を講ずる。 
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●子ども・子育て支援新制度

の施行に伴い市町村認可

事業として位置付けられ

る小規模保育等に対する

税制上の所要の措置〔新

設〕 

 

 

 

 

 

 

【所得税・法人税・個人住民税・法人住民税】 

・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる。 

① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方

公共団体等の設置に係る一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。 

【固定資産税・都市計画税】 

・小規模保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講

ずる。 

【不動産取得税】 

・小規模保育事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税措置とする措置を講ずる。 

【事業所税】 

・小規模保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

【相続税・贈与税・登録免許税】 

・子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。 

① 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業

所内保育事業を行う者を加える。 

② 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が小規模保育事業、家庭的保

育事業及び事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する

登録免許税を非課税とする措置を講ずる。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

【関税】 

・幼稚園、保育所等において使用する給食用脱脂粉乳に対する減税措置の対象に、小規模保育事業等におい

て使用する給食用脱脂粉乳を加える。 
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●子ども・子育て支援新制度

の施行に伴う病児・病後児

保育事業及びファミリ

ー・サポート・センター事

業に対する税制上の所要

の措置〔新設〕 

【固定資産税・都市計画税】 

・社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に病児

保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産を加える。 

【不動産取得税】 

・社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子

育て援助活動支援事業の用に供する不動産を加える。 

【事業所税】 

・社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援

助活動支援事業の用に供する施設を加える。 

●子ども・子育て支援新制度

において給付の対象とな

る施設・事業者を利用した

場合の保育料等の非課税

措置〔新設〕 

【消費税】 

・子ども・子育て支援法の施行に伴い、消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、同法に基づく施

設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行

われる資産の譲渡等を加える。 
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